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別紙２

仕 様 書

件 名 財務会計システム用ハードウェア保守 一式

１．目的

独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「甲」という ）が財務会計業務の円滑な遂。

行のため導入している財務会計システムについて，障害の発生を未然に防ぎまた，

障害からの速やかな復旧を行える環境を構築することによってシステムの安定稼

働を担保するため，財務会計システム用ハードウェアの保守に関する業務を外部

業者（以下「乙」という ）に発注するものである。。

２ 業務内容

（１）甲で運用中の財務会計システムに関するハードウェア（別紙「保守対象ハー

ドウェア一覧」参照のこと。以下，単にハードウェアとする ）について，別。

途発注する財務会計システム保守契約の請負者及びミドルソフト保守契約の請

負者（現在調達中）及びハウジング契約の請負者（現在調達中）と必要な調整

を行い，システム全体を安定稼働させるための保守を行うこと。

（２）ハードウェアの調査・復旧等に関しては，甲及びハウジング契約の請負者か

らの連絡に基づき，これをもって迅速に行うこと。

（３）発生した問題についての切り分け，調査を行うにあたり，財務会計システム

保守契約の請負者及びミドルソフト保守契約の請負者から協力を求められた場

合は，積極的にこれに協力すること。

（４）ハードウェアに不具合若しくは障害が発生した場合には，甲指定の場所へ連

絡を行い，速やかに調査・復旧を行うこと。復旧後には財務会計システムの正

常稼動を確認すること。ただし，財務会計システムの復旧については，別途発

注する財務会計システム保守契約の請負者が行うものとする。

（ ） ， ，５ ハードウェアについての調査・復旧作業を行った場合には 作業後速やかに

報告書を提出すること。復旧作業や調査が長期に渡る場合は，中間報告書を提

出すること。

（６）ハードウェアが格納されているラックの鍵については，甲及びハウジング業

者あてに借用書を提出し，善良な管理を行うものとする。

（７）ハードウェアは改造及び他の装置を接続してはならない。ただし，財務会計

システムに不具合が発生しないことを確認のうえ，書面により甲へ改造及び接

続の詳細を提出し，甲が承認した場合は除く。

また，ファームウェアのバージョンアップ等がメーカーから公表された場合

は，財務会計システムに不具合が発生しないことを確認のうえ，書面により当

機構職員へ詳細を提出し，甲の承認を得たうえで速やかに最新版に更新するも

のとする。
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（８）上記各項目においては，当月分を取りまとめて月次に報告を行うこと。

（９）各メーカーから提供される情報を収集し，有用であると思われる情報につい

ては，直ちに甲及び財務会計システム保守業者に通知すること。

（10）ハードウェアは，甲の許可無く移動してはならない。

（11）本契約における一切の費用は，請負代金に含まれるものとする。

（12）乙の故意または過失により損害が発生した場合は，乙の責により現状復帰す

るものとする。また，現状復帰に要する費用は乙が負うものとする。

（13）乙は，業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし，甲

， 。に書面によって外部委託の詳細を提出し 許可された場合はこの限りではない

なお，外部委託を許可された場合であっても乙は契約による責任を免れる事は

できない。

３ 請負期間 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで

４ 請負場所 契約担当役の指定する場所

５．業務に必要な技術等の要件

（１）保守業務要員は，財務会計システムに精通し，本仕様書に示した業務を円滑に遂行

できる十分な能力を有すること。

（２）乙は，過去５年以内に当該業務と種類及び規模を同じくする業務を誠実に遂行し

た実績を有すること。

（３ （財）日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機）

関によるＩＳＯ９００１の認証又はこれと同等の品質マネジメントシステム

（ＱＭＳ）を有している組織・部門が，その品質マネジメントシステム（ＱＭ

Ｓ）に基づき作業品質の管理を実施することを明確にすること。

（４）ＩＳＯ２７００１認証，または財団法人日本情報処理開発協会が実施している「プ

ライバシーマーク」使用許諾事業者として指定を受けていること。

６．業務報告および打ち合わせ

（１）業務にあたっては，契約締結後速やかに作業内容，日程，納入物等に関する打ち

合わせを甲の担当者と行うこと。

（２）業務遂行時においては，作業実施の都度作業内容を所定の様式に記録し，適宜甲へ

報告すること。

７．保守体制

（ ） ， ，１ 契約締結後 本業務に従事する保守要員の名簿及び保守・連絡体制図を甲に提出し

承認を得ること。

（２）保守要員は原則として乙の社員であること。社員以外の者が従事する場合は，事前

に従事者の身元（下請け業者等，他の業者を関与させる場合は，当該業者の名称，所

在地等を含む）を明らかにする書面を用意し，甲が要求した場合に提出できること。

なお，下請け業者等に本業務を行わせる場合は，本仕様書を十分に熟知させ業務を

， ， 。 ，行わせることとし 乙においては作業日程 機密保持等十分な管理を行うこと また

， 。本業務の全てを下請け業者等に請け負わせる一括下請けについては これを禁止する
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（ ） ， ，３ 本業務と同規模のシステム環境整備管理の経験 またはそれに相当する能力を有し

仕様目的に合致した対処を行える専任の保守要員を配置すること。

８．機密保持

（１）乙は，本業務の遂行に当たって知り得た全ての情報について守秘義務を負うものと

し，これを第三者に漏らし，または他の目的に使用してはならない。正当な理由が

、 。あってやむを得ず第三者に開示する場合も 事前に甲の許可を得なければならない

また，情報の厳重な管理を実施すること。

（２）本業務の実施にあたり甲が提供した資料は，原則として全て複製禁止とする。業務

上やむを得ず複製する場合は，甲の許可を得なければならず，この場合にあっても使

用終了後は複製を甲に返納又は焼却・消去する等適切な措置をとることにより，機密

を保持しなければならない。

９．その他

（１）乙は定められた場所以外に無断で立ち入ってはならない。

（２）本業務の遂行にあたっては甲乙両者協議の上，作業範囲及び作業手順を明確にして

実施すること。

（３）本業務について，請負期間中の業務に関する対応が不備又は未実施の場合は，請負

期間終了後においても，乙の負担と責任においてその解決にあたるものとする。

（４ 「独立行政法人国立高等専門学校情報セキュリティポリシー基本方針 （以下「ポ） 」

リシー」という ）の定めに従うこと。なお，請負期間途中でポリシーが変更され。

た場合は，変更されたポリシーに従うこと。また，ポリシーに記述されていない情

報セキュリティに関する要件については，甲の指示に従うこと。

（５）その他、契約についての細目は、甲が定めるところによる。

（６）本仕様書に記載なき事項については、甲乙両者協議の上、甲の指示に従うこ

と。


